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　皆さん、こんにちは。今回は、栃木
市の財政状況についてお話しします。
　まず、借入金についてですが、借
入金の平成 24 年度末の残高は約
490 億円です。この中には、本来、
国から地方に対して支払われるべき
お金が約 206 億円含まれていまし
て、この分は、後年度に地方交付税
として市に還元されるものです。
　これを含めた市民一人当たりの借
入金額は約 33 万円であり、全国に
おける同規模の自治体の平均的なレ
ベルにあります。
　しかし、もちろん安易に借金をす
るということは厳に慎まなければな
らず、規律ある財政運営に努めてま
いります。
　次は、市の貯金である基金につい
てです。この中で特に重要視される
のが、財政調整基金と減債基金です。

財政調整基金は市政運営に自由に使
える基金であり、減債基金は借入金
の繰上償還や元利償還金に充当する
ものです。
　平成 24 年度末の残高は、財政調
整基金約 65 億円、減債基金約 27
億円、合わせて約 92 億円です。こ
の金額は県内では宇都宮市に次いで
２番目であり、全国の同規模の自治
体の平均約 43 億円より多くなって
います。
　基金については、合併後の様々な
財政需要に対処するため、機動的か
つ弾力的な運用を行っていますが、
限りある財源であることを念頭に新
たに積み立ても行い、予算規模の一
定割合は常に確保していきたいと考
えております。
　次は、先ほど少し説明しました地
方交付税についてです。地方交付税
は自治体の規模に応じて標準的な行
政需要を算定し、その額から基準と
なる収入額を差し引いた不足額が国
から交付されるものです。
　合併した自治体については、合併

市の財政状況について

栃木市長　鈴木俊美

栃木市長及び市議会議員選挙について
　  投票所入場券の変更について 
　４月 20 日（日）に投票が行われる栃木市長及び市議
会議員選挙から、投票所入場券の様式が、裏面に「期日
前投票宣誓書兼請求書」が追加され、１枚に２人記載の
ハガキに変更になります。投票できる方が１世帯３人以
上の場合は複数のハガキが郵送されますので注意してく
ださい。
　また、期日前投票をされる方は、あらかじめハガキ裏
面に掲載してある「期日前投票宣誓書兼請求書」に必要
事項を記入してお持ちいただくと、受付手続きが早く済
みます。
　なお、投票日当日に投票される方は、宣誓書を記入す
る必要はありません。
　  投票所変更のお知らせ 
　栃木市役所の庁舎移転に伴い、栃木第２投票所（栃木
市万町１番～ 16 番・入舟町・錦町）の方は、投票所が
旧本庁舎玄関から入舟庁舎（現福祉庁舎）に変更になり
ます。
　また、栃木市役所期日前投票所も市役所玄関前から入
舟庁舎（現福祉庁舎）に変更になりますのでご注意願い
ます。

選挙管理委員会事務局☎ 21 ‐ 2631
（２月３日以降　☎ 21‐ 2531）

証
明
書
自
動
交
付
機

停
止
の
お
知
ら
せ

　

庁
舎
移
転
工
事
に
伴
い
、
本

庁
舎
に
設
置
し
て
い
る
証
明
書

自
動
交
付
機
に
つ
い
て
、
次
の

期
間
利
用
を
停
止
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

　

ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す

が
、
停
止
期
間
中
は
「
プ
ラ
ッ

ツ
お
お
ひ
ら
」（
東
武
新
大
平

下
駅
南
）
の
自
動
交
付
機
を
利

用
く
だ
さ
い
。

　

ご
理
解
、
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

◆
期
間　

２
月
７
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②
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５
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受
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。
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前にそれぞれの自治体
が受けていた額の合計
額が一定期間は確保さ
れます。本市においても、
本来の算定額に比べ約 25 億円の追
加配分をうけています。これは、合
併後５年間の時限措置であり、その
後５年間かけて緩やかに本来の額に
戻ります。
　このため、市としましては、平成
25年度から５年間の計画期間を設け、
行財政改革大綱・財政自立計画を策
定し、この減収期に備えています。
　本市は、今後、小中学校の改築事
業、保育園の再整備事業、斎場再整
備事業、千塚町上川原地区産業団地
整備事業などの大規模事業を進めて
まいります。こうした事業の財源を
しっかりと確保するとともに、選択
と集中による効果的かつ効率的な行
財政運営に努め、市民の皆様が本市
の未来に夢を描けるようなまちづく
りを進めてまいりますので、ご理解
とご協力をお願いいたします。


